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食品中の 
放射性物質対策 食品中の放射性物質に関する検査計画（2/3） 
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基準値超
の品目 

きのこ・山菜類等 ■ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ■ ■ ■ ◎ ◎ ◎ ◎ 

野生鳥獣の肉類 ■ ◎ ■ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ■ ■ ◎ ■ ■ ■ 

豆類   ■   ■   ◎                   

基準値の
1/2～基
準値の品

目 

果実類           ●                   

きのこ・山菜類等 ■ ■ ■ ● ■ ● ● ● ● ● ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

野生鳥獣の肉類 ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

穀物（米） ■ ● ■ 

穀物（そば）   ■   ●   ■                     

はちみつ           ●                       

乳・牛肉   ■   ■   ■   ■ ■                 

海産魚種   ◎   ◎   ◎ ◎                   

内水面魚種   ◎   ◎   ◎ ◎ ◎ ◎ ◎           

平成26年4月1日から平成27年2月28日までの結果に基づき分類 
◎基準値を超過したもの（水産物は基準値の1/2超）  ●基準値の1/2を超過したもの                        
■飼養管理の重要性や移動性又は管理の困難性等を考慮し検査が必要なもの 

厚生労働省「食品中の放射性物質の対策と現状について（概要）」より作成 

原子力災害対策本部が定めた ｢検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え
方｣（最終改正：2015（平成 27）年 3月 20 日）では、検査対象品目と対象自治体が図
のように整理されました。
検査対象品目は、基本的に過去（2014（平成 26）年 4月以降）の検出値（ゲルマニウ
ム半導体検出器による精密検査によるもの）などに基づき、次のような区分により生産者、
製造加工者の情報が明らかなものを対象として選択することとされています。
⑴　基準値を超える放射性セシウムが検出された品目
⑵　基準値の 2分の 1を超える放射性セシウムが検出された品目（⑴に掲げる品目を
除く）

⑶　飼養管理の影響を大きく受けるため、継続的なモニタリング検査が必要な品目
⑷　水産物（基準値の 2分の 1を超える放射性セシウムが検出された品目）
⑸　計画策定の際に考慮する品目
その他合計 11区分。

（原子力災害対策本部 ｢検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方｣ 2015
（平成 27）年 3月 20日に基づき作成）

本資料への収録日：2013 年 3月 31日
改訂日：2015 年 3月 31日

関連Q&A
・4章QA5	 暫定規制値を厳しくしたということですが、これまでの暫定規制値の安全性についてはどの

ように考えているのでしょうか
・4章QA15	 牛乳及び乳児用食品の基準値を 50ベクレル /kg とした根拠を教えてください

環境省「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料（平成26年度版）」　第4章　食品中の放射性物質
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食品中の 
放射性物質対策 食品中の放射性物質に関する検査計画（3/3） 

◎の自治体 
●の自治体 

（■の自治体も準じて実
施） 

>基準値の1/2
市町村 

主要産地 
の市町村 

その他の 
市町村 

>基準値の1/2 
市町村 

その他の 
市町村 

>基準値 3検体以上 3検体以上 1検体以上 3検体以上 1検体以上※2 

基準値1/2
〜基準値 ー 3検体以上 1検体以上※2 

牛肉 ー 農家毎に3か月に1回※3 

乳 ー クーラーステーション単位で 
1回以上/2週間 

内水面魚 
海産魚 週1回程度※1 ー 

※1：岩手県が行う海産魚の検査については、過去の検査結果を考慮して実施。 
※2：県内を市町村を越えて複数の区域に分割し、区域単位で3検体以上実施することもできる。 
※3：自治体が適切な飼料管理が行われていることを確認した農家は、12ヶ月に１回程度とすることができる。 

厚生労働省「食品中の放射性物質の対策と現状について（概要）」より作成 

この表は、検査において基準値を超える放射性セシウムが確認された自治体（◎の自治
体）、及び基準値の 2分の 1を超える放射性セシウムが確認された自治体（●の自治体）
などにおける検査の検体数及び検査頻度を示しています。
原子力災害対策本部｢検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方｣2014（平
成 27）年 3月 20日では、次のように示されています。

ア 2014（平成 26）年 4月以降、当該食品分類で基準値を超える放射性セシウムが
確認された自治体（表中◎）
当該品目から基準値の 2分の 1を超える放射性セシウムを検出した地域及び主要
な産地において市町村ごとに 3検体以上実施する。
その他の市町村では 1検体以上実施する。
イ 2014（平成 26）年 4月以降、当該食品分類で基準値の 2分の 1を超える放射性
セシウムが確認された自治体（アを除く）（表中●）
当該品目から基準値の 2分の 1を超える放射性セシウムを検出した地域において
市町村ごとに 3検体以上実施する。
その他の市町村では 1検体以上実施する（県内を市町村を越えて複数の区域に分
割し、区域単位で 3検体以上実施することもできる）。

本資料への収録日：2013 年 3月 31日
改訂日：2015 年 3月 31日

関連Q&A
・4章QA5	 暫定規制値を厳しくしたということですが、これまでの暫定規制値の安全性についてはどの

ように考えているのでしょうか

環境省「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料（平成26年度版）」　第4章　食品中の放射性物質




